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１．はじめに

（１）新型コロナについて

2019 年末に中国武漢市から発生した新型コロナウィルスは、パンデミックを引き起こした後、
何度も変種を重ねて影響を与え続け、世界中の社会システムを混乱させている。各国によってコ

ロナ対策の重点は異なるものの、人的接触による感染を主としていることから、予防策としては

人や物の流れを抑制し、人の集まりを回避し、マスクを着用するという人の社会的行動を制限す

ること、ワクチン接種をする、ＰＣＲなどの医療検査体制を構築することが主となっており、感

染者には、隔離して治療する、というパターンは共通のものとされる。この一連の流れをいかに

スムーズにまた臨機応変に対応するかが試されている。

 その中にあって、エッセンシャルワーカーの重要性が見直されている。そしてその仕事の多く

を地方自治体が担っている。しかしながら、新自由主義に基づいた行財政改革によって予算や人

員削減が進んだ結果、新型コロナ発生後既に３年を経過するが、未だに新型コロナへの対応は安

定していない。自治体現場は、保健所や病院などの医療機関や施設は疲弊し、学校教育では成長

期のこどもたちとともに教職員が振り回されている。その他さまざまなコロナ現場は混乱をきた

している。また、急場しのぎの組織改正や職員配置あるいは常態化した応援体制によって、通常

業務にも支障をきたしている。

 一方において、新型コロナへの対応は、これまでの社会常識を覆すものともなっている。冗漫

な財政執行への反省としてあったプライマリーバランスの議論は、コロナ対応への野放図な国の

財政支出によって吹き飛んでしまった。市民生活においては、自粛の名のもとに営業の自由が制

限され、教育を受ける権利さえ軽んじられてきた。そのお先棒を担がされている自治体にとって

は、新型コロナの前には基本的人権がないがしろにされてもいたしかたないということなのであ

ろうか。

 また、混迷のままいきあたりばったりの対策しか打ち出せない政府は、自助・共助・公助の補

完の原則さえ守れず、市民の政府への信頼は薄らいでいるにも関わらず、強権的な対応を望む声

は増してきている。

 このような中にあって、コロナ禍の現状を認識し、また新型コロナとの共存、あるいはこの経

験を踏まえた地域社会のあり方を模索する必要に迫られている。

（２）共同研究の意義

 戦後まもなく生まれた自治労運動では、自治体労働者としての労働条件の向上や福利厚生の拡

充を求めるだけでなく、地方自治の確立に向け自治体労働者の立場で、有識者や地域住民ととも

に自治体政策を考える自治研運動が取り組まれてきた。その運動の一つとして、各県本部、自治

体に地方自治研究機関を設立し、市民や地域にウィングを広げた活動を展開してきた。神奈川県

内をみても、（公社）神奈川県地方自治研究センター、横浜地方自治研究センター、（一社）川崎

地方自治研究センター、相模原地方自治研究センター、横須賀地方自治研究センター、藤沢地方

自治研究センターの６カ所が設置されている。しかしながら、自治労組織の環境の変化とともに

地方自治研究機関も活動の見直しを迫られている。

 ちょうど 2021年は、横須賀市長選挙（6月）を皮切りに、横浜市長（8月）、鎌倉市長（10月）、
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川崎市長（11月）と県内主要都市の首長選挙が行われる予定になっていた。その中でも、横浜市
長選挙は、以前から問題になっていたカジノ＝IR誘致について、当時の誘致を進める林市長と誘
致に反対する市民が住民投票の直接請求を求めるなどの対立が浮上し、市長・市議会が直接請求

を拒否したことから、市長選挙がその結着の場となるという地方自治を巡る大きな選挙として注

目されていた。

 カジノ誘致はともかく、コロナ禍にあって自治体の運営がどう変わっていくのかは共通の課題

であることから、県内の地方自治研究機関が共同して研究する必要が求められた。

 そして、自治研運動の原点に立ち返り、自治体労働者と市民が共通のプラットホームに立った

市民シンクタンクを目指して、様々な課題に対して意見を交わすものとして、（特非）参加型シス

テム研究所、（一社）勁草塾へ参加を呼びかけ、共同研究を進めていくことになった。

 当面の活動は、時宜にあった地方自治に関わる課題を選び、講演会方式で進め、その記録を神

奈川県地方自治研究センターの機関誌に掲載することとした。開催に至る趣意書、およびこれま

での経過は次のとおりである。

 なお、2021年の一連の首長選挙の後しばらく中断したが、2022年 2月から再開した。
 市民シンクタンクのあり方研究会は、神奈川県内の 6 つの自治研センターの研究員や関係者が
一堂に集い、生活クラブ運動グループや政治塾の勁草塾などと時事と地方自治などをめぐって適

宜、議論する場となった。自治研センターの役割を問い直す機会となった本研究助成金を提供い

ただいた自治労会館に厚く感謝申し上げます。

‐開催趣意書‐

 コロナ禍は、世界中の社会システムを一時停止にさせた。20世紀後半から席巻していた新自由
主義的政治経済思想は、地球環境の悪化、格差・貧困の拡大をもたらしたが、コロナ禍はその反

省を迫るものとして、人類の文明史に大きく刻まれるものと思われる。

 しかしながら、各国の為政者の多くはコロナ禍を早急に終息させ、再びもとの新自由主義経済

に戻そうと画策し、さらに格差を拡大させ富裕層の富を増大させようとしている。

 私たちは、その動きを止めなければならない。ポストコロナ社会のあるべき姿を提示し、歪み

続けてきた世の中を整えていく歩みを始めなければならない。

 今年は、総選挙の年であると同時に、神奈川県内では、横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、松

田町、箱根町などの首長選挙があり、ポストコロナ社会のレジリエンスな分権社会を世に問う機

会に恵まれた。このように、県内で地方自治の確立に向けて研究活動を続けている研究所が横に

つながり、神奈川の多面的な姿・かたち・課題について議論する場として、本研究会を設置し、

政策提言に結びつけるものにしたい。

2022年 8月
  公益社団法人神奈川県地方自治研究センター 市民シンクタンクのあり方研究会 
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２．「市民シンクタンクのあり方研究会」の研究概要 

（１）調査概要 

■研究テーマ 
テーマ名称：市民シンクタンクのあり方研究会

具体的内容：神奈川県内の自治研センター等と共同して、ポストコロナ社会のあるべき姿を見据

え、歪み続けてきた世の中を整えていく歩みをはじめるための共同研究を進める。

■構成
チームリーダー 佐野 充（神奈川自治研センター理事長）

チームメンバー 其田茂樹（地方自治総合研究所研究員）

 岡 眞人（横浜地方自治研究センター理事長）

  岩沢弘秋（横浜地方自治研究センター副理事長）

  勝島行正（横浜地方自治研究センター理事）

 板橋洋一（川崎地方自治研究センター理事長）

 大矢野修（川崎地方自治研究センター主任研究員）

早坂公幸（横須賀地方自治研究センター理事長）

 横山純子（横須賀地方自治研究センター副理事長）

田中 充（相模原地方自治研究センター副理事長）

佐藤裕司（相模原地方自治研究センター事務局長）

塩入實生（藤沢地方自治研究センター理事）

大矢 徹（藤沢地方自治研究センター主任研究員）

齋藤 勁（一般社団法人勁草塾代表理事）

井上雅喜（参加型システム研究所所長）2022年 6月まで
数寄真人（参加型システム研究所所長）2022年 6月から
上林得郎（神奈川自治研センター顧問）

野口鉄平（神奈川自治研センター研究員）

野坂智也（神奈川自治研センター事務局長）

武部佑司（自治労神奈川県本部副委員長）

梅谷英昭（自治労神奈川県本部政策局長）2021年 10月まで
  座本將之（自治労神奈川県本部政策局長）2021年 10月から

■活動状況
●第１回研究会 

・日時：2021 年 2月 17 日（水）14：00～ 

・テーマ：「メンバー確認、運営方法など」 

●第２回研究会 

・日時：2021 年 3月 19 日（金）14：00～ 

・テーマ：「市民シンクタンクの役割と期待‐財政の視点から」 

・講師：其田茂樹（自治総研研究員） 

・月報 4月号（189 号）講演録掲載 

●第３回研究会 

・日時：2021 年 4月 16 日（金）14：00～（オンライン併用） 

・テーマ：「ポストコロナと人口減少社会におけるコミュニティの変容について」 

・講師：中川久美子（元横浜市政策局政策支援センター主席研究員） 

・月報 6月号（190 号）講演録掲載 
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●第４回研究会 

・日時：2021 年 6月 4日（金）14：00～（オンライン併用） 

・テーマ：「脱炭素社会に向けた地球温暖化対策」 

・講師：田中充（法政大学社会学部教授） 

●第５回研究会 

・日時：2021 年 7月 5日（月）14：00～（オンライン併用） 

・テーマ：「新たな公共‐生活クラブの取組から」 

・講師：井上雅喜（参加型システム研究所所長）、大石高久（かながわ生き活き市民基金

専務理事） 

・月報 10月号（192 号）講演録掲載 

●第６回研究会 

・日時：2021 年 7月 14 日（水）14：00～（オンライン併用） 

・テーマ：「コロナ禍の自治体財政」 

・講師：川崎市、藤沢市、横須賀市の市議会議員から報告とディスカッション 

●第７回研究会 

・日時：2021 年 9月 14 日（火）14：00～ 

・テーマ：「第 1シリーズの振返り、第 2シリーズの進め方」 

●第 8回研究会 

・日時：2022 年 2月 28 日（月）14:00～（オンライン併用） 

・テーマ：「スポーツと地域コミュニティ」 

・講師：天野春果（川崎フロンターレタウンコミュニケーション部） 

・月報 6月号（196 号）講演録掲載 

●第 9回研究会 

・日時：2022 年 4月 26 日（火）14:00～（オンライン併用） 

・テーマ：「地方自治の現状と課題‐日弁連『地方自治の充実と安心社会の実現決議

2021』を参考に‐」 

・講師：石渡豊正（神奈川総合法律事務所弁護士） 

●第 10 回研究会 

・日時：2022 年 5月 31 日（火）14:00～（オンライン併用） 

・テーマ：「新たな地域社会構想の論点‐欧州と日本の動向を俯瞰しながら‐」 

・講師：坪郷實（早稲田大学名誉教授） 

 ●シンポジウム「自助・共助・公助の現在を考える」（第 57 回神奈川自治研集会） 

 ・日時：2022 年 6月 11 日（土）10:00～（オンライン併用） 

 ・基調講演「憲法から見た地方自治の危機」石渡豊正（神奈川総合法律事務所弁護士） 

 ・ディスカッション「自助・共助・公助の現在を考える」 

  井上雅喜（非営利法人参加型システム研究所客員研究員） 

  板橋洋一（川崎地方自治研究センター理事長） 

  石渡豊正（弁護士、神奈川総合法律事務所） 

  佐野 充（コーディネーター、神奈川自治研センター理事長） 

（２）研究成果
 本研究会に係る成果物は以下のとおり。
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第 57回自治研神奈川集会・シンポジウム「自助・共助・公助の現在を考える」講演録
自治研かながわ月報 8月号（197号）掲載予定

第 57回自治研神奈川集会・シンポジウム「自助・共助・公助の現在を考える」基調講演

憲法から見た地方自治の危機

神奈川総合法律事務所弁護士 石渡 豊正

１．人権擁護大会とは 

 地域の衰退が実態としてどの程度進んでいるのかについて、皆さんと認識を共有した上

で、憲法の観点から見て今の状況は一体どのような問題をはらんでいるのか、どのような方

向で今後自治体が動いていけばいいのか、私なりに考えたことをお伝えできればと思いま

す。

 弁護士会の人権大会は、毎年 1回開かれていて、全国各地で行われます。弁護士の使命が
社会正義の実現と基本的人権の擁護ということで、それにふさわしいテーマを選んで人権

大会を開いています。第 1回が 1958年、2021年で第 63回ということで、歴史のある大会
になっています。なぜ、人権擁護をやる弁護士の団体が、地方自治の充実をテーマに選んだ

かというと、憲法の基本的な考え方に関係していると思います。

 憲法では、地方自治について 4 つの条文しかありませんが、第 1 章を設けて地方自治に
ついて規定していることは極めて大事なことだと言われています。憲法 92条で「地方公共
団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」と

規定しています。「地方自治の本旨」とは何か、一般的に住民自治と団体自治と言われてい

ます。

 住民自治は、地域の住民が自らの意思、責任で地域の運営にあたるということですね。93
条の議会の設置、行政機関の直接公選制度で具体化されていると言われていています。

 団体自治は、国から独立した自立的な団体で事務を行って、その責任において処理すると

いうことです。94条の地方公共団体の自治権で具体化されてきました。
 憲法の全体的な構成はどうなっているか

というと、第 3章「国民の権利及び義務」で
基本的人権が保障されています。ここにはさ

まざまな人権が規定されていて、表現の自由、

経済的自由、人身の自由、刑事手続に関する

諸原則などが規定されています。憲法の目的

としては、なによりも基本的人権を確保する、

しかも相手は国です。これまでの歴史から見

て国家機関による人権の侵害を克服するた
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めに憲法ができた。立憲主義ですね。その後に憲法には統治機構（国

会、内閣、司法、財政、地方自治）も規定されています。これらは憲

法の目的である基本的人権の保障をより確実に確保するために設け

られていて、いわば手段と位置付けられている。憲法がわざわざ 1章
を設けて地方自治を規定しているのも、基本的人権を保障するという

憲法の目的をより確実にするためであるということをまずは確認す

る必要があります。

 国とは独立した自治体がその住民の意思に基づいて地方のことを

運営していく。国が地方自治の本旨を侵害するようなかたちで踏み込

んでいくことは許されない、ということで、国に権力が集中しすぎる

ことを回避して人権を保障していく意味が地方自治制度にある。

２．地方の現状 

（１）人口減少・高齢化・労働力人口の減少

 人権状況は地方の衰退とともにかなり深刻になっています。以下で

は、埼玉大学の宮崎雅人准教授の『地域衰退』（岩波新書、2021年）
のデータを引用しながら、私の問題意識をお話ししたいと思います。

 まず、人口減少や高齢化・労働力人口の減少は甚だしい。1998 年から 2008 年の間の人
口減少率上位 20市町村をみると、最も減少率が高い奈良県川上村は 49.0％も減少していま
す。その他にも北海道、群馬など、軒並み 50％に近い人口減少率になっています。
 続いて昼間人口減少率をみると、福島県の町村が上位に入っているのは原発事故の影響

と考えられますが、奈良県川上村は▲50.2％と、
昼間人口が大きく減少しています。

 人口減少数という絶対数でみると、大きな自

治体のほうが数は大きくなるため、小さな自治

体名は出てきません。北九州市は 49,479人、
いわき市は 38,671 人という人口が 10 年で減
少してしまった。地方衰退は必ずしも小さな町

村だけでなく、一定規模の市においても生じて

いることがよく分かります。

 労働力人口の減少率をみると、福島県の町村

のほか、奈良県川上村が 63.2％、群馬県南牧村
が 59.8％減少しています。1995 年から 2015
年の 20年間でこれだけ減ってしまっている。
（２）商店数の減少

 商店数の減少について、1997年から 2016年
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の小売業商店数減少率をみると、東北の被災地以外に、青森県西目屋村は 79.2％、長野県
朝日村は 77.5％、奈良県下市町は 72.3％も減少してしまっています。昼間人口変化率と商
店数変化率の関係をみると、商店数が減っているところは昼間人口も減っています。

（３）地域における不安定就労と低賃金労働の拡大

 非正規雇用率は 1997年が 24.6％で、2017年は 38.2％と約 4割が非正規雇用です。この
ような状況でどうして国は豊かになるのかと言わざるを得ません。

 失業率は景気の変動にやや遅れて数値の変化が現れます。有効求人倍率は景気の変化に

対してすぐに変化が現れるとされていて、景気がよくなって少しすると失業率も回復する

ようです。比較可能な非合併の 1158市町村のうち、7割程度の 765市町村で失業率が上昇
しているということで、景気回復の実感がないのは当然との指摘がなされています。

（４）貧困

 貧困率の悪化が年々進んでいます。日弁連の基調報告書で取り上げている貧困率は相対

的貧困率（可処分所得を高いほうから低いほうへ並べて、その中央値の半分を下回る人の割

合）ではなく、総世帯のうち、最低生活費、生活保護基準以下の収入しか得ていない世帯の

割合です。法律的にこうした生活水準は許されないという基準、これ以上の貧困は許されな

いという基準を取り上げることで、どれだけ法律的に見て許されない規準を下回る生活を

している方がいるかを評価しています。

 都道府県別貧困率の推移をみると、特に、秋田県以北、京都府以西で貧困率が高くなって

います。岡山県では 1997 年の 11.5％から 2012年には 20.6％と、2倍近くになっている。
その他の地域も軒並み増加していて、全国で貧困率が上がっています。

（５）病院・医師数の減少

 病院や医師も減少しています。1998年から 2018年の間に、53市町村で病院数がゼロに
なり、1996年から 2016年の間に、21町村で医師数がゼロになっています。医師に診察し
てもらうには自分の町や村を出て、他の町や村で診察を受けないといけない状況です。

（６）介護の危機

 労働事件を担当していても、介護労働者の労働事件は非常に多く、腰を痛めてしまったり、

労災も多い。重労働なのに低賃金で、非正規の方が非常に多いということがよく分かります。

（７）子ども・子育ての危機

 小中学校が相次いで統廃合していて、平成の大合併後もこれまでと同じような減少が続

いています。2010年から 2016年までに、24市町村で高校がゼロになっています。学校は
地域コミュニティの中心であったり、若者の定着にも影響するということで、学校がなくな

ると、地域コミュニティの衰退が進行していくことになります。

（８）自治体の公共サービス提供機能の低下

 公共サービスを行うための十分な財源が自治体側にない、地方交付税も削減されて国が

いろいろ財政誘導して方針づけをしようとするということがあり、地方の自立性が失われ

ていると。

 地方公務員の削減・非正規化について、官製ワーキングプアという問題でさまざま言われ
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ていますが、常勤職員が減少する一方、非正規化が進行していて、公共サービスが民営化・

外部委託化されている。そうすると専門的な知識、経験に基づいて運営されてきた公共サー

ビスの質が低下することに加えて、働いている方も官製ワーキングプアということで安定

的な雇用が得られないということですね。雇用が不安定で低賃金だと、収入が少ないため、

購買力もなく、納める税金も少なくなる。公共サービスの専門性、継続性も崩壊していくだ

ろうということですね。外部委託は、入札で決めていくので、事業者がどんどん変わってい

く。働いている方は事業者が変わるたびに雇用契約を締結しなおして有期で働くケースが

多くあります。

（９）新型コロナによる社会の危機

 保健所の数は、1997年の 706か所から、2016年には 480か所に減っています。保健所
の医師数も 1997年は 1173人ですが、2016年には 728人に、臨床検査技師も 1353人から
746人に減少しています。コロナ禍のような緊急事態には社会的影響が顕著に出てくるとい
うことです。

（10）地域社会の持続可能性の危機
 地域社会の持続可能性の危機ということで、京都大学の広井良典教授らが AIの活用によ
るポストコロナの望ましい未来に向けた政策を提言しています。これによると、集中加速・

人口減少グループと集中緩和・人口改善グループという分岐が 2024年頃に生じ、一度分岐
してしまうと、その後、この 2つの分岐が交わることがないということで、大変危機的な状
況だということが提言されています。対策は待ったなしだと。

３．憲法・人権の観点からみた問題点 

（１）憲法 92条：地方自治の本旨
 ここまで地方の衰退の実態を見てきましたが、かなり酷い状況になっています。では、こ

うしたものが憲法や人権の観点から見て、どのような問題が出てくるのか考えてみます。

 まず、憲法 92条の地方自治の本旨から見るとどうなのか。地方自治の保障は自治体の自
然権的・固有権的基本権を保障したものなのか、あるいは地方自治という歴史的・伝統的・

理念的な公法上の制度を保障したものなのか、という議論があります。

 通説的な考えとしては、地方自治の本旨は自治体の自然権的な基本的権利を保障したも

のというよりは、国の法律をもっても侵すことのできない地方自治制度の本質的な内容、核

心的部分を保障しているという考え方が一般的だと言われています。つまり、国によって侵

されない範囲はどこまでかという議論がこれまでの憲法では中心的になされてきました。

 今回の地方の衰退や地方の危機は、確かに国の政策上の問題も多々あると思いますが、地

方自治そのものの存在を否定したり、地方自治の基本的な自主立法権や財政権を奪ったり、

それに等しいような強い制限や侵害を加えているわけではないだろうと。少なくとも地方

自治の本旨を侵害するような国の行動があったということではない。ただ、それでも現実と

して地方自治制度の維持が困難となるほどの衰退が生じてしまっている。今、憲法の建前で
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ある地方自治が、自主的に運営していくという建前が崩れかけてしまっている現状がある

のではないかと私としては思ったところです。

（２）憲法 13条：幸福追求権
 個別的な人権規定との関係ではどのような規定が存在するのか。憲法 13条は「すべて国
民は個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共

の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と定めてい

ます。これが一般的に幸福追求権を保障していると言われています。この基本的人権は、個

人の人格の価値の尊重を出発点とし、すべての人間は個人として尊重される、それに価値の

高い低いはないという基本的な考え方に基づいていて、その自由な人格形成と発展を支え

るためのものです。

 では、今、病院や学校もなくなって、果たして幸福を追求していくという国民の権利が保

障されていると言えるのかどうか。幸福を追求するという前提条件がそもそも崩壊の危機

にあると言うことができるのではないか。

 全国知事会総合戦略・政権評価特別委員会の憲法における地方自治の在り方検討ワーキ

ングチームが 2017年 11月に、憲法 92条に憲法 13条の趣旨を盛り込むべきだという憲法
改正案を提示しました。この改正草案 92条は１項に「地方公共団体の住民は、国民主権の
原則並びに、生命、自由及び幸福を追求する権利に基づき、自らの意思により地方自治に参

画する権利を有する。」と定め、幸福追求権を盛り込むという案です。地元で働き、家族と

一緒に生活して、学校にも通うことができる、本来はそうした地域で生活を送りたいにも関

わらず、それがままならないから他の地域に行かざるを得ないという現状は幸福追求権の

観点からおかしいのではないか、などの知事らの意見が議事録の中にかなり出ていました。

やはり地域で暮らしていけることが人にとっての幸福追求の極めて重要なところではない

かという意見に基づいて草案が作られています。

（３）憲法 14条：法の下の平等
 憲法 14条は法の下の平等を保障しています。資本主義経済が始まって、富める者と富め
ない者、貧しい者が出て、これを放置しておくと社会を維持できないということで、その不

平等な状態を解消していくかどうかという議論がありました。憲法 14条は、もともと形式
的平等といって、機会の平等さえ保障すればいいのではないかという議論が出発点になっ

ています。現在では形式的平等だけでは足りず、実質的な平等、貧富の格差の是正も視野に

入れて考えていかなければ、真の意味での平等は実現できないということが言われるよう

になりました。

 今、地方と東京など都市部では不平等な状態に至っていると言えます。住んでいる人から

見れば、単身者だけでなく、家族がいたり、介護をしていたり、学校の通学もあったり、そ

う簡単に移住すればいいという話ではないし、地方公共団体の視点から見ても、果たして今

の東京と地方の格差をこのまま放っておくわけにはいかないだろうと。これだけ不平等な

状態が発生している現状において、貧富の差や経済状況の差を放置しておくことは憲法の

観点からも、考え方からしても問題が出てくるのではないかと思いました。
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（４）憲法 25条：生存権
 憲法 25条は生存権を定めています。基本的人権の中には自由権と社会権があります。自
由権は国から干渉を受けない、国からの自由と言われています。社会権は国に一定の施策を

要求する権利ということで区別されています。『人たるに値する生存』のための不可欠な権

利と観念されるようになってきました。憲法上の議論からすると、憲法 25条によって直接
具体的な権利や要求が国や地方公共団体でできるわけではなく、各種の法律によって具体

化されてはじめてそれが実現すると言われています。貧困率の現状を見ても、生活保護基準

以下で暮らしている方があれだけの比率でいるということを考えると、これはおよそ憲法

が考えるような健康で文化的な最低限度の生活を保障しているとは言えないだろうと。

 生活保護制度は、憲法 25 条の趣旨を具体化したもので、これを下回ると憲法 25条に違
反するという基準です。日弁連もこれまでの人権大会で、貧困の問題についてたびたび決議

してきています。貧困の連鎖を断ち切ることや、不平等が大きなテーマとなってきました。

今、「親ガチャ」と言われるような、貧困の固定化が生じていて、そもそも本人の意思や努

力によってどうしようもない現状の固定化が生じているところにも着眼するようになって

きています。

（５）憲法 26条：教育を受ける権利
 憲法 26 条は教育を受ける権利です。「すべて国民は法律の定めるところによって、能力
に応じて等しく教育を受ける権利を有する。」と定めています。同条 2項は義務教育を受け
る権利があり、無償だということですね。最近では、学習権、子どもが人間的に発展、成長

していく権利だというところから考えていくのがスタンダードな考え方だと言われていま

す。学校が統廃合されてしまって、地域に学校がないというような現状が子どもの学習権に

どのような影響を及ぼし、それを侵害するものではないのかどうか。

 統廃合で遠くの学校に行かなければいけなくなった事案の裁判例を調べたところ、1976
年 6月 18日の名古屋高裁金沢支部決定がありました。だいぶ昔の話ですが、立山町立立山
小学校の統廃合で遠距離通学を余儀なくされる保護者が、あなたの子どもはここに就学さ

せなさいという就学処分の執行停止を求めた事案が出てきました。これを見ると、統廃合に

よって片道 9 キロとか 10 キロを往復しなくてはいけないという。徒歩では無理ですよね。
自治体側は通学用バスを用意するとか、他に電車とか交通手段がないわけではないという

ことを言っている。裁判所はどう言ったかというと、「校廃処分によって児童ら、ことに低

学年児童らにとって、旧小学校への徒歩通学における居住地域の自然との接触、それについ

ての理解、また、右抗告人らと右児童らにとっての旧小学校と家庭との親密感、近距離感等

旧小学校への就学によって維持される人格形成上、教育上の良き諸条件を失うことになり、

それは回復の困難な損害と言わねばならない」と。学習権を正面から述べているわけではあ

りませんが、ここに書いてある「人格形成上、教育上の良き諸条件」というのは学習権の問

題を意味していると言えるのではないか。

 こうした統廃合によって学校が失われることについては、1976年の裁判例のときから問
題になっていたことが再認識されるべきではないか。また、バスで行けるだろうという話に
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対しては、雪のときはどうするのか、遅刻するだろう。緊急事態について連絡できないだろ

う、交通事故の危険もあるだろうといった話があって、教育的条件の低下は避けられないだ

ろうということが述べられています。今後の地域の衰退による統廃合においても、この裁判

例が再認識される可能性はあるのではないかと思いました。

４．自治体が取り組むべき課題 

 各地域の取り組み例

 日弁連の委員会メンバーが各地を訪問したり、電話やウェブなどで聞き取りをして、各地

の取り組み例を報告しています。やはり、どこを見てもうまくいっているところは住民自ら

考えて何か仕事を作る仕組みができていると言えるのではないかと思います。

 例えば岡山県奈義町は「住むことへの特化」ということで、子育ての相談窓口を充実した

り、子育て等に対する取り組みを充実させています。これは住民の意見をきちんと吸い上げ

ることで安心して暮らせる地域ができるということで作り上げたものです。そうしたこと

を他の地域に住んでいる方も評価して移住してくる方が増えていると思うのです。

 これらの事例は、住民自らが地域の実状、特性に応じてやっていかないとどうにもならな

い、うまくいかないのだということを示しています。。

 海士町や西粟倉村、奈義町、下川町もそうですが、合併しないで自分たちで運営していく

と覚悟を決めて決断した市町村はやはりうまくいっているように思います。市町村として

覚悟を決めて、自分たちの意思で事業を起こしていくという意欲と責任が必要ではないか

と考えました。地方が衰退しているのは地方の責任で、自助努力が足りないというところば

かりが強調されるのは誤りで、危険であり、日弁連が強調しているように、国による施策も

必要だということを最後に申し添えておきたいと思います。
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第 57 回自治研神奈川集会・シンポジウム「自助・共助・公助の現在を考える」

パネルディスカッション

佐野（神奈川自治研センター理事長） 

 今日のシンポジウムのテーマは「自助・共

助・公助の現在を考える」ですが、まず、自助

とは何か、が問われなくてはならないと思い

ます。政府は「市民自ら努力して生活を維持し

なさい」と言うわけですが、石渡弁護士の基調

講演にあるように、生活保護以下の世帯が増

加傾向にあります。厳しい状況におかれてい

るこれらの世帯に「自分で努力しろ」と言って

もほとんど経済的改善は無理なことです。こ

の状況は、地方自治に関係する皆さんにとって、非常に重要なポイントとして浮かび上がっ

てきます。それは、自分の生活を自らの力で維持しようと、自助するとき、そこには現代日

本を生きるための基本的な保障がないと「自助」はできない、ということです。基本的な安

心感を持てるためのお金、住む場所、災害から身を守る場所が確保されている必要がありま

す。 

となると、真っ当な「自助」のためには、やはり「共助、公助」という、社会の見守りと

支援があって初めて、「自分も活きていくために努力できる」という安心感のある社会が存

在していることが基本だと思います。 

このような思いを大切にして、本日のテーマを皆さんに投げかけました。これから 3人の

パネリストの方々に、それぞれの社会的な立場から、まずご意見をいただいき、討議をして

いきたいと思っています。コーディネータの私は、長年に渡って、都市生活者の立場を尊重

したまちづくりや都市政策関連の調査研究を実践し、地方自治体への提言などをやってき

ました。地方の時代の先駆けとなった長洲県政、革新的なまちづくりを実現させた飛鳥田市

政に感化され，1970 年代以降、神奈川で地方自治研究活動に取り組んできました。 

本日のパネリストの皆さんは、基調講演をいただきました神奈川総合法律事務所の石渡豊

正弁護士、参加型システム研究所の井上雅喜さん、川崎地方自治研究センターの板橋洋一理

事長です。それでは最初に参加型システム研究所の井上さんにお願いします。 

井上（非営利法人参加型システム研究所客員研究員） はじめに神奈川の生活クラブ運動グ

ループの現状をお話しします。生活クラブ生協は 1971 年に設立し、昨年度、創立 50 周年事

業が行われました。生活クラブ生協は、共同購入事業、福祉、保育、共済、利用事業などを

行い、共同購入事業が大きなウエイトを占めています。1989 年には姉妹生協である福祉ク

ラブが福祉専門生協として設立されました。福祉クラブ生協の運営の主体はワーカーズコ

レクティブ（以下 W.Co）ですが、生活者、市民である組合員の生活のニーズや課題を解決

していくための機能を、表にまとめましたが少しずつ必要に応じて中間支援組織的なもの

を外部化して独立させ、同時に運動グループとして連携して今日に至っています。 
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神奈川の生活クラブ運動グループの現状 作成／2022.4

神奈川W.Co連合会
(2020年度） ＜WCA＞(2021年度)

主事業 共同購入事業 福祉・保育事業 共済事業 利用事業 合計 共同購入事
業

福祉事業 (在宅・施
設)

利用事業 共済事業 合計 主事業 中間支援 就労準備支援事
業

社会的事業所
「反町カフェ
ぽらん」他

その他 介護保険・行政
委託事業

自主事業
業への融資

リユース・リ
サイクル

政策提言・共
育事業、広報
事業等

組合員人数
(2021.3) 82,840 ― ― ― 17,070 ― ― ― 構成員

W.Co125団体
3,571人 ― ― ー

会員（賛同者） 個人：333人、団
体：69

年間事業高
(千円)

25,361,410 610,454 225,229 11,189 26,208,282 2,924,457 1,401,047 49,708 13,866 4,389,078
年間事業高
(千円)

約5400000 31,621 5,495 7,256 1,675,785 22,922
融資残高    17,099千円
これまでの融資の累計 201件
680,865千円

19,554 1,502 34,996

出資金在高
(千円)

10,694,305 ― ― ― 1,803,057 ― ― ―
出資金在高
(千円)

4,720 ― ― ー ー ー 94,070 ー ー ー

備考

【組織】
・47コモンズ
55,648人
・22デポー
27,192人

介護保険事業(地
域包括支援セン
ター、通所介護、
訪問介護、小規模
多機能居宅介護事
業、居宅介護支
援）・認可保育園

・エッコロ共済加
入者75,204人
・エッコロひろ参
加人数1,867人
・エッコロプラス
加入者5,789人、サ
ポーター2,398人

・各地域生協に
対する管理業
務、代行業務
・漢方堂 ・ス
ペースオルタ
・エッコロ
・CO・OP共済

W.Co123団体 3373
人(世話焼き、家事介
護、食事、移動、居
宅介護支援、介護生
活用品、入居施設、
デイサービス、サロ
ン、子育て支援、成
年後見等）

塗装、布団打ち
直し、エアコン
清掃、庭木の手
入れ、障子襖張
替え等

備考

各W.Coは、各地域
で生協受託事業、福
祉・保育事業、生活
文化関連事業実施

横浜市、座間
市、湯河原町、
平塚市

居場所・カ
フェ事業

講座、調査
研究等

特別養護老人
ホーム、デイ
サービス、グ
ループホーム、
定期巡回・随時
対応訪問介護看
護、地域包括支
援センター等

サポート
ハウス(ケ
ア付き賃
貸住宅)、
コミュニ
ティ食堂

合い、非営利・相互扶助の透明
性の高い金融機関として地域社

に融資してきた。2021年の総会
で2024年の解散を決定。2021年
11月20日をもって融資を終了し
その後は、「みなし貸金業者」
として、融資したお金を、期日
（各返済日）まで回収する。

衣類雑貨のリ
ユース、リサ
イクル(衣
類、ガラス・
携帯電話・て
んぷら油等）

・世界28の国と地
域、84団体の124
プロジェクトへ、
17,603,562円を支
援
・現場での支援
(コーヒーの森づ
くり、フェアト
レード等）

・韓国慶南地
域自活セン
ター協会との
交流事業、交
流事業等

認定NPO法人WE21ジャパン(2020年度)

36の地域NPOが運営する「WEショップ」45店舗

NPO法人W.Co協会(2020年度)

25事業所 389人

社会福祉法人いきいき福祉
会(2020年度)

福祉クラブ生協(2020年度)生活クラブ生協(2020年度)

全員参加による地域未来創造機構
(特非)参加型システム研究所

(2021年度)

主事業 寄付の造成 助成事業(公益目的事業)
講座・研修機能
相談支援機能

調査・広報・連帯機能

調査研究事業            講
座・研修事業
広報・出版事業

構成員 寄付参加者11,075人
申請団体139
助成団体134

14団体
団体会員31、個人会員72、賛
助会員10

年間事業高
(千円)

寄付額 12604 助成金額 17,708 ー ー

出資金在高
(千円)

ー ー ー ー

備考

2022年4月11日設立
【構成団体】生活クラブ生協(ユニ
オン、横浜北、横浜みなみ、かわ
さき、湘南、さがみ）、福祉クラ
ブ生協、神奈川W.Co連合会、(特
非)W.Co協会、（社福)いきいき福
祉会、(公財)かながわ生き活き市

神奈川自治研センター、川崎自治
研センター

2001年1月設立
【構成団体】生活クラブ生協
(ユニオン、横浜北、横浜み
なみ、かわさき、湘南、さが
み）、福祉クラブ生協、神奈
川W.Co連合会、(特非)W.Co
協会、W.Co共済㈱、(特
非)WE21ジャパン、その他
NPO等諸団体

福祉たすけあい基金、子どもの貧困に立ち向か

も食堂・地域食堂応援助成、生活クラブソー
シャルインクルーシブ助成

供給高(千円) 63,716,893 経常収益(万円) 1,819,072

出資金(千円） 541,760 出資金(千円) 1,021,100
出資生協 34単協 出資生協 33単協

生活クラブ連合会 生活クラブ共済連6
2



 私は 1996 年から生活クラブ生協の専務理事を務め、2012 年に退任しました。退任と同時

に参加型システム研究所の所長に就任して、10 年余り務め、つい先月の総会で退任しまし

た。生活クラブ生協専務時代には神奈川自治研センターの理事も務めた経験があります。 

現在は、参加型システム研究所の客員研究員です。 

先ほどの石渡弁護士の基調講演の中で紹介があった日弁連の人権擁護大会の「決議」には、

2018 年に総務省から出された「自治体戦略 2040 研究会報告書」について触れられています 

この「報告書」は、2040 年頃にかけて迫りくるわが国の内政上の危機、少子化による急

速な人口減少と高齢化という未曾有の危機到来を、基本認識としています。その危機を乗り

越えるために必要となる新たな施策の開発とその施策の機能を最大限発揮できるようにす

るための自治体行政の書き換えが必要だとしています。同時に、高度経済成長期に整備した

インフラや公共施設がまもなく更新時期を迎え、また、2040 年にかけて生産年齢人口の減

少が加速するためわが国経済の最大の制約要因は労働力であり、そうした状況下において

自治体が住民サービスを持続的、かつ安定的に行うためには、従来の半分の職員でも自治体

として本来担うべき機能が発揮でき、量的にも質的にも困難さを増す課題を突破できるよ

うな仕組みを構築しなければならないとし、そうした 2040 年頃の姿から逆算するかたちで

課題を整理して、今から準備すべき施策の内容がまとめられています。 

 日弁連の「決議」やその提案理由には、何よりも地域を「人間の生活の場」として捉え定

義することから、今日の日本社会は憲法が保障する地方自治制度が歪められ、取り残された

地域の住民の生存権が脅かされる危険、すなわち地域の衰退が進んでいると強く警告して

います。 

総務省の「報告書」は、統計調査や未来予測等を根拠に人口減少社会とか労働力の問題が

危機を招いていると分析していますが、そういう問題よりも日弁連の「決議」が指摘してい

るように、やはり中央政府によるジェンダーや労働そして社会保障政策のあり方が今日の

状況を招いているのではないか、と私は捉えています。 

 次に、協同組合運動、市民活動の視座から捉えた今日の課題についてお話してみたいと思

います。私たち参加型システム研究所ですとか、生活クラブ運動グループが日頃取り組んで

きた内容や問題意

識についてでです

が、当研究所では

2020 年からの 2 ヵ

年で「With コロナの

時代と新しい社会

の創造」をテーマに

地域のあり方を中

心に調査・研究活動

を進めてきました。

災害時に限らず、固

定化した格差社会

のもとではケアや

支援を必要とする
総務省「自治体戦略 2040構想研究会」第 2次報告より
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人が増大し続けています。私たちがどんなときでも維持でき、危機に立ち向かえる社会を作

るには、社会を維持する仕組みを地域社会の内部に持つことが重要だと、そういう考え方、

捉え方で議論を進めてきました。そのためには食糧や生活・福祉、教育、医療といった基本

的なものを地域で生産、供給できる循環度の高い地域づくりが必要であり、どのように具体

化を計るべきかということです。 

もう一つは、それらの活動を進める自発的な主体の創出が大切だということです。地域社

会の内部に「社会を維持する仕組み」を作るためには、市民による参加型のプラットフォー

ム（共通の土台・基盤）づくりが重要だと考えてきました。コロナ・パンデミックだけでは

なくて、ロシアによるウクライナ侵攻があって、世界はどこまで民主主義を深化させてこら

れたのか、ということがいま私たちに問われていると思います。そういう意味で言えば、地

域からの民主主義の再生ということが、かなり多くの市民の間の共通の関心になっている

と思います。 

ミュニシパリズムというのはあまり馴染みがない言葉だと思いますが紹介してみたいと

思います。岸本聡子さん（6 月に杉並区長に当選）が書いた「水道、再び公営化！」（2020

年、集英社新書）から引用してみます。 

「ミュニシパリズムとは地方自治体を意味する municipality に由来する言葉である。選

挙による間接民主主義だけを政治参加とみなさずに、地域に根付いた自治的な合意形成を

めざす地域主権的な立場だ。もちろん市民の直接的政治参加を歓迎する。そして公共サービ

スや公的所有の拡充、市政の透明性や説明責任の強化などの政策を重視する。したがって、

水道の再公営化や公営住宅の拡大、地元産の再生可能エネルギー利用なども当然推進する。

言い換えれば、『利潤や市場のルールよりも、市民の社会的権利の実現』をめざして、政治

課題の優先順位を決めることでもある。つまり、ミュニシパリズムとは、新自由主義を脱却

して、公益とコモンの価値を中心に置くことだ。」 

こうした動きが今、ヨーロッパを中心に勢いを増していて、世界的な注目が集まっていま

す。ミュニシパリズムの運動で共通しているのが水道の再公営化です。コンセッション方式

（公共施設の所有権を国や自治体が保有したまま、運営権を民間事業者に売却する民営化

手法）による民営化で大きな問題が生じ、再公営化の動きが強まっているのです。 

1990 年代ぐらいから冷戦構造が崩壊し世界が平和な時代に向かうのではないかと言われて

いたと思いますが、同時に資本の自由化ですとか、労働規制の緩和ですとか、さまざまな新

自由主義的な動きが世界的に広まった時期でもあったわけです。そうした中で日本でも格

差や貧困が広がっていきますが、総務省の研究会報告は、それを読む人、関係する人に危機

の本質について理解を得るように、共感を得られるように努めるということが一切ないよ

うに私には思えます。ある意味では、関係者というか、最大の当事者である自治体労働者を

非常に蔑ろにしていると思います。逆にその分、政府は公共サービスの市場化を本格的にや

ろうとしているな、というのが私の偽らざる感想です。そうなりますと、住民自治も団体自

治も成り立たなくなる。国の方針では地方自治そのものが成り立たなくなるのではないか、

と危機感を持っています。 
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佐野 ありがとうございました。地域から民主主義の再生の現状について説明していただ

きましたが、住民自治の危機についてのお話は興味深いものでした。続いて、板橋さんにお

願いいたします。 

板橋（川崎地方自治研究センター理事長） 私はかつて川崎市の職員で、川崎市職労の役員

をしていました。川崎地方自治研究センターは法人格をとって 37 年経ちました。私の組合

活動も自治研センターや自治研運動ということに深く関わってきた活動だったと思ってい

ます。一旦は組合役員を退いたんですが、退職後、市会議員の選挙に出て落選したりもしま

した。そこから再び自治研センター関わって、組合運動に戻らせていただいて、皆さんと一

緒に自治を考えるという機会をいただいてここにいます。私自身は自治研運動あるいは組

合運動を通じて川崎で実践をしてきた経験からお話しをしたいと思います。 

石渡弁護士の基調講演にあった地方自治が衰退しているという指摘、あるいは井上さん

からあった政府は公共サービスの市場化を目論んでいるという点が大きな議論のポイント

になろうかと思います。井上さんからミュニシパリズムという議論が紹介されました。聞き

なれない言葉で僕もあらためて本を読みながら考えたんですが、地方分権と自治の話なん

ですよね。戦後、憲法で地方自治がそれなりに定められた中で、常に地方分権と国家の中央

集権との戦い、地方自治と中央集権とのつばぜり合いが 70年以上も行われてきました。そ

うした中で今、あらためて「ミュニシパリズム」（地域主義）という言葉を通して、地方分

権、地方自治体は頑張らなきゃいけないよ、という時代に入っているのではないかと理解し

ています。 

簡単に歴史的に振り返りますと、戦後まもなく、日本が復興する過程で、こういう議論が

ありました。1960 年代からの高度経済成長が社会の歪みを広げ、運動側からすると安保闘

争だとか学生運動がなかなかうまくいかなくなりはじめた前後ぐらいに革新自治体という

ものが生まれて、国と対等だとか、革新自治体によって国を包囲するとか。ここで初めて市

民参加とか職員と地域住民とで一緒に変えていこうというものが自治研運動として生まれ

てくる。それが具体的な施策として、例えば松下圭一（1990 年代からの「地方分権改革」の

基礎を固めた政治学者。「市民自治と地方分権」「自治体と国家は対等である」など分権改革

の理論を提唱）さんがおっしゃったシビル・ミニマム論とか、福祉や環境、人権、まちづく

り、あるいは国際交流などすべて地域の人と、あるいは自治体が主導権を握って国と対峙し

ながら、あるいは国を補完しながら進めていったというのがこの時代だったと思っていま

す。それが 21世紀になって、地方分権の動きをさらに確立するために自治基本条例ができ、

議会のほうも見ているだけじゃなくて頑張りますということで議会基本条例を作っていく

という動きにつながっていく。 

ところが、それがなかなかうまくいかなくなってきたときに、行政改革とＮＰＭ（ニュー

パブリックマネージメント）というアメリカの行政学の考え方が出てきた。地方自治体の構

造がどんどん大きくなってきて、地域住民と共同しながらでも財政支出はどんどん増えて

いく，特に福祉、環境の分野で。そのことから財政危機になってきてプライマリーバランス

（行政サービス経費を税収等で賄えているかどうかを示す指標）を整えなさいというのが

国側から出てきて革新自治体がどんどん潰されていく。それでどういうことが起きたかと

いうと、効率化や合理化、つまり人員削減や民間委託、あるいは中央に従いなさいというこ
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とで平準化が起きてくる。「補完性の原理」というなんかよく分からない言葉の中でどんど

ん地方自治体が中央集権化していく、あるいは効率化していく。まさに公共サービスの市場

化ということを井上さんがおっしゃいましたけれども、そういうふうになっていったとい

うことだと思うんです。 

そして、地域ではどういうことがあったかというと、行政が身軽になるために、自助努力

や地域力というもっともらしい言葉で、市民や地域に公共サービス的なものを押し付けて

きます。例えば、防災や福祉の分野で「自助・共助・公助」という言葉が使われています。

そこに今、「互助」という言葉も入ります。私は区役所の現場にもいましたが、防災におけ

る「自助・共助・公助」と福祉における「自助・互助・共助・公助」という考え方が全然違

うんです。住民組織が関わる共助と互助という曖昧な部分に関して、防災と福祉の考え方が

違う。そうすると何が起きるかというと、実は自助や共助は、どこの自治体もそうだと思う

んですが、ほぼ町内会や自治会がやっているんですね。町内会を中心としてやったほうがや

りやすいからということで。そうすると町内会が全部、防災や福祉をやらざるを得なくなる。

そこに自治体がただサポートするだけになっているというのが現状なんです。それにも関

わらず、縦割りの中で考え方が違い、それを請け負う町内会は混乱しているということにな

ります。 

川崎市の地域防災計画と地域福祉計画は自助・共助・公助を次のように整理しています。 

表１川崎市地域防災計画より

区分 基本理念

自助

（個人）

「自らの生命は自ら守る」という考えに基づき、市民一人ひとり、家族、企業それぞ

れが自分自身の生命、身体及び財産を守る。防災関連行事等への参加、自主防災組織

等の活動への積極的参加。

共助 

（地域） 

「地域のことは地域で守る」という考えに基づき、地域内及び地域同士で連携し地

域の安全を守る。自主防災組織、避難時運営会議、防災ネットワーク連絡会議。

公助 

（行政） 

「総合的な防災体制の推進」という考えに基づき、行政・防災関係機関は個人、地

域と連携した防災対策を実施し、地域を守る。防災関係機関等との連携。

表２川崎市地域福祉計画より 

区分 考え方 

自助 まずは社会の中のサービスを利用することも含めて自分でできることは自分でする。

自らの健康管理、市場サービスの購入。 

互助 近隣の助け合いや、ボランティアなどの顔の見えるお互いの支え合いの取組。ボラン

ティア活動、住民組織の活動。 

共助 お互いの支え合いを基本として制度化されたもので、介護保険や医療保険に代表され

るリスクを共有する人々で負担する取組。社会保険制度及びサービス。 

公助 困窮など自助・互助・共助では対応が難しいことを、税による公的な生活保障をする

取組。一般財源による高齢者福祉事業等、生活保護、人権擁護、虐待対策。 
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 地域防災計画では、自助（個人）、共助（地域）、公助（行政）という三つの区分がされて

いますが、自助（個人）も、共助（地域）が担う自主防災組織（町内会が主になって作る）

に積極的に参加することを求めています。地域防災計画で問題になるのは、避難所に指定さ

れるのが主に公立小・中学校ですが、必ずしも町内会の区域と学区が一致していないので、

町内会が組織する自主防災組織と避難所運営会議が一緒にならない。自主防災組織が分断

され複数の避難所に関わらなくてはならなくなることもあります。 

 地域福祉計画をみてみると、共助は、介護保険や医療保険などの社会保険制度を意味し、

地域や住民の活動は「互助」という言葉でくくられています。地域包括ケアシステムは、事

業者が選定されますが、地域的には中学校区単位で再編された地区社協があり、具体的には

町内会から推薦された民生委員（特別職の地方公務員）と町内会やその傘下の老人会などが

担っていますので、互助組織が共に支え合う機能を担っています。 

 つまりこれは、福祉は厚生労働省、防災は国土交通省という国の省庁の縦割りの考え方の

相違に原因があると思いますが、防災計画では町内会などの地域組織については「共助」と

定義し、福祉計画では「互助」に定義しています。また、教育委員会が作った学区により、

地域組織が分断されているということが起きてきます。さらに、任意組織の町内会と民生委

員（特別職の地方公務員）とでは、地域住民の生活情報や行政情報のアクセス権が異なり、

情報が錯綜するという状況も生まれています。 

 その縦割りの行政的矛盾を抱えながら、地域の組織作りや要援護者の実際の見守りや避

難、救助の支援をお願いする現場は余計な苦労をさせられるだけです。 

一方で、共助や互助を担う町内会は、高齢化や役員のなりて不足だけでなく、地域組織の

存在を意識しない住民が増えたことで加入率が低下しています。それがコロナ禍で活動が

停滞し、あるいはウクライナ戦争になって無力感が蔓延することによって、さらに弱くなっ

ていく構造を見直さなければいけないということが生まれてくるんだと思います。 

そういった状況の中で、財政基盤が乱れてくる、あるいは自治体の職員の仕事がエッセン

シャルウォーカー（essential worker、生活に必要不可欠な労働者）として再評価されてく

る。それはさきほど井上さんがおっしゃられた再公営化という議論に繋がってくるんだと

思いますが、一方で、地域住民にしてみると、コロナ禍にしろ、防災にしろ、どちらかとい

うと自分たちもやりきれなかったので、公助に期待しているというところが多いと思うん

ですね。金を出せ、あるいは装備を作れと、まさに自治体が今、地域住民が疲弊してクタク

タになって、国に求めることをただ仲介しているだけだと、そんな状態に陥っているのでは

ないかなと思っています。そんなところが今、歴史的に流れている中で混乱をしていること

だと思います。 

こういう現状だからこそ自治研活動とは何か、ということについて問い返すことが大切

だと思います。地域で生きることが現状どのようになっているかあらためて考える必要が

あると。もうひとつ、私がこの間、実践してきた自治研運動とは、「地域住民と連携して」

というテーマはあるんですが、実はもうひとつ隠れているのは政治なんですね。私たちの代

表として国会に出しましょう、あるいは自治体でもそれぞれの組合がそれぞれの地方議会

に議員を出そう、首長を推そうという運動がずっと続いています。議員は当然、地域住民と

行政の間に立って、議会としてチェックするわけなんですが、そこに政策的なバックボーン

がないとダメだということで自治研運動がそれを支えていく、そうした意義があると理解
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しています。自治研運動というのは政治運動と常にパラレル、並行して動いていたんだと思

っています。ちょうど参議院選挙を迎える中で、あるいは来年の統一地方選挙を迎える中で、

今自治労の組合員に、あるいは自治労に問われていることだと思いますし、あらためて自治

研運動というのはそういう意義もあるんだということを理解してほしいと思います。 

佐野 ありがとうございました。板橋さんからは、自助から共助までがほぼ自治会等の地域

住民に任されているために、暮らしの場の地域が疲弊しているのではないのか、公助の位置

付けを明確にすることと、それを実践するための自治体職員の役割、働きが重要じゃないか、

という指摘をいただきました。自治研運動についても、地域住民サイドに立った活動になる

ためには、政策的な位置付けや政策的な視点がすごく重要になってくるという話でした。

それでは続いて、石渡弁護士にお願いいたします。 

石渡（弁護士、神奈川総合法律事務所） 生活クラブ生協で活動された井上さんと、地方自

治体で実際に働かれ活動してこられた板橋さんのお話を聞いた上で、私を含めて問題意識

は共通しているなと思いました。政府の自治体戦略 2040 研究会報告について、感想を言う

と、やはり発想が間違っている、逆なんじゃないかと思います。少子化の将来から逆算して

考えるとこうなると言うのですが、そうじゃなくて、今何が求められるのか、衰退している

地方に今何が求められているのか、という視点から考えないと、地方の再起というのは難し

いんじゃないかな思います。先ほどご紹介した事例である程度成功していると言われてい

た地域でも、今、住民の方が何を求めているのか、どうすれば魅力あるまちになるのか、「今」

を追求することによって、そこが発展して、将来明るくなっていくんだろうと思うのです。

将来こうなるという、暗い見通しを立てて、だから今公務員の人件費を削減するんだ、数を

減らすんだとか、予算を減らすんだとか言っていたらもうキリがないんじゃないかなとい

う気がします。今何をすべきか、そこが地域再生には重要じゃないかなと思いました。 

ミュニシパリズムも日弁連の言っていたのと内容としてはほとんど一緒で、住民の方々

が自ら考えて行動して、事業を作っていくんだという、自主的な側面。東京はじめ大都市に

お金を流さない事業を作っていくという視点がここにも表れていて、ここが解決の 1 つの

糸口じゃないかなと思いました。そこで、政策実行していくということについて、板橋さん

がお話しされた地方公務員の役割ということにつながるのだと思います。 

 地方公務員は日々、地域の住民の方々と直接お話される機会もあるだろうし、住民の方々

のニーズが一体どこにあるのか、本当に求めているところは何なのか、課題は何なのか、そ

ういったところが見えやすい仕事、立場にあるんだろうと思います。だから、地域住民の自

主的な活動を支えていくための一番頼もしい存在が地方公務員である、というのは確かな

んだろうと思います。ただ、それをするだけのマンパワーがあるのかどうかとか、あるいは

そういった体制があるのかどうかとか、そういった専門的な部署があるのかどうか、そうい

ったところがむしろ問題になってくるのかなと思います。 

佐野 ありがとうございました。3人の話のポイントをまとめますと、まず、井上さんが話

された公務サービスの外部委託化ですが、今、コロナ対策の国の仕事のほとんどが、特に内

閣府、法務省関係の 90％が外部委託になっている。現状は、大手の民間企業に富の分配が
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偏在的になされていて、住民にとって最善なコロナ感染対策がなされていないのが現状だ

と思います。石渡さんと板橋さんが触れた公務サービスに従事している人たちの日々の働

き方は、非常に厳しくなっていると思います。政府は、公務労働者の時間外勤務を減らして

いるといっていますが、実態はなかなかそうなっていません。難しいことなのですが、公務

労働者が積極的に自分たちの状況を明らかにしていくということが現状打破にとって大切

だと思います。 

「公助」とは「自助・共助」を行う地域の人たちなどの住民の努力だけではできないこと

をサポートするものでなくてならないし、もっと積極的に手助けをしなければならないと

考えています。住民が自助できないから公助で助けてくれ、と言うのは正しいことなのです。

そして、公務労働における「公務」の厳しい現状を、公務労働者自身が、または、自治労が

はっきり公表した方がよいと思います。そうしないと、自助や共助を機能させる公助がやせ

細ってしまいます。 

それでは、あらためて自治体や職員の役割、立場という点について、3人から意見・コメン

トをお願いします。 

板橋 私は現役のとき、「職員が元気じゃなきゃ市民が元気になれない」というスローガン

を作っていました。川崎市では行政改革が本格化する前まで自主研究グループ（組合運動に

は関わっていないんだけれども、勉強が好き、地域住民と連携するのが好きなサークル）と

いう活動が結構盛んでした。これは今の自治体学会などに繋がっていくんですけれども、組

合の自治研運動だけではなくて自治体職員が「現場の中での学び」ということを通じて市民

と繋がっていくという傾向、出会いがありました。自主研究グループの元気な職員と市民が

出会って、市民も地域も元気になっていく。役所にはカウンター（窓口）が必ずありますが、

自主研究グループは「カウンターを飛び越えろ」とよく言っていました。まさにそのカウン

ターを超えて市民と職員が手を繋ぐことによって地域が元気になるんだ、ということだと

思います。それが今、なかなか出来づらくなってきている。そういう意味で、あらためて「職

員が元気でなければ市民は元気になれないよ」ということをお伝えしたいと思います。 

市民と職員を繋ぐキーワードがあるといいな、と思います。「コモンズ」という言葉があ

りますが、共有財産、共同財産、地域の財産というような意味です。この「コモンズ」をキ

ーワードに、市民、地域と自治体の職員と自治体が、共有して活かしていこうという考え方

が必要なんだということが、まさに共有されていくことになるといいなと思います。

ただ、残念ながら今の成績評価とか業務評価とかＰＤＣＡサイクルとかになってくると、

共有財産をどうするという議論がなかなかしづらいんですよね。自治体の基本構想の義務

付けがなくなって、選挙で選ばれた首長の公約や考え方を慮りながら総合計画が策定され

る。川崎市は、まだ基本構想や総合計画はありますが、実施計画は市長任期の 4年間に合わ

すことになった。国の縦割り省庁から細かいところまで基本計画の策定が義務付けられる。

目標管理は、その首長の意向に忖度した実施計画か国の指導による分野別基本計画によっ

てトップダウンで目標設定され職員は管理される。職員は地域ニーズや住民からの訴えに

よって目標を変更したり目標外のことをしようとしても評価の対象にはならないし、上か

ら圧力がかかる。業務評価はただひたすら目標達成に向けてパフォーマンスを出すことを

求められています。 
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また、私は現役時代から、はやり言葉のように敷衍していたＰＤＣＡサイクルには疑問を

感じていました。若い職員にそのことを告げると、ぽかんとした顔をして、ではどうしたら

いいんですかと。それは弁証法（対立する物事から新しい見識を見いだす方法）だと答える

と、ますます「なんですかそれ」と。根っから与えられた目標を達成することしか頭にない

んですよね。 

今、ＶＵＣＡ時代になり、ＯＯＤＡサイクルという考え方が出てきています。この考え方

も、ビジネス界からきたもので、個人的には好きではないんですが、ＰＤＣＡサイクルに凝

り固まった人には、分かりやすいかなと思って使っています。 

ＶＵＣＡ（ブーカ、先行きが不透明で将来の予測が困難な状態）は、Volatility（変動性）、

Uncertainty（不確実性）、Complexity（複雑性）、Ambiguity（曖昧性）の頭文字を取った用

語です。つまりコロナ禍や自然災害、ウクライナ戦争など、先が見えない世の中になってき

て、Observe（観察）から始まり、今おきていることを Orient（理解）し、やるべきことを

Decide（決める）し、Act（行動する）がＯＯＤＡという思考方法です。 

 行政は利益を目標とする企業ではなく、市民のために社会の問題を解決することに存在

理由があるのだから、諸行無常の社会を観る目、課題を理解する力をもつことが大事なのだ

と思います。つまり、与えられた目標を単眼的に達成する力だけでなく、社会や世の中を見

る眼を養って目標の是非を常に問う力が必要なのだと思います。正しい意味での弁証法で

はないですが。 

 話を戻しますが、今の地方自治体が、私有財産は保全し、保有者に利するために活用する

とか、あるいは民間企業の力を借りて公的施設を運営するのに指定管理事業みたいなこと

をやらされていますが、それを共有財産＝コモンズとして理解するというのはなかなか難

しいと思います。ただ、乱暴な言い方になりますが、市が持っている、県が持っている、国

が持っている資産は全部税金から生まれてきているので、考えてみればもともと共有財産

なんです。それを自治体のものだと思ったり、あるいはそれがなかなか運営しづらいので民

間に渡したりしているんだけれども、もともとは自治体が持っている財産というのはコモ

ンズだったんだということをあらためて考える必要があると思います。 

もう 1 つはパフォーマンスが重要視されすぎているのではないかということです。これ

まで行政改革なりＮＰＭの中で、自治体にしろ職員個人にしろパフォーマンスが求められ

てきました。しかも、無理に数量化されて比較され、優劣がつけられる。それに加えて効率

化ですよね。安いコストで大きなパフォーマンスを出す。そのことに対して業績が評価され、

人事評価がされ、賃金や出世に繋がっていく。あるいは逆に、非正規職員が生まれ、官製ワ

ーキングプアが問題になるという話だと思うんですが。おそらくこれがコロナ禍になって

どう変わってくるかという話になってくると、加えて地域の力が弱くなってきている。失礼

な言い方ですけれども、議員も地域と行政を繋ぐ力が弱くなってきているのかなという気

がしています。まさに今、自治体がやらなきゃならないのはパフォーマンスだけではなくて

（もちろんパフォーマンスも大切ですが）、「地域に寄り添って地域の考え方をどれだけ相

談を受けることができるか」だと思います。例えば、町内会の力が落ちている、商店街の力

も落ちている、既存の地域のパワーもどんどん落ちている。その中で困っている市民がいっ

ぱいいるわけだから、そこに対して「どうやって寄り添うか、意見を聞けるだけの能力があ

るか」が職員の評価になっていくべきだと思います。まさにそれは自治研運動の肝です。そ
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ういう意味ではもう一度、地域住民に寄り添うやり方というのは、一体、自治体の中でどう

いうことなのか、その 1つのキーワードが「コモンズ」という共有財産の考え方があるし、

もう 1つは「相談を受ける、市民の声を聞く力」だと思います。 

佐野 ありがとうございました。だんだん具体的になってきました。コモンズ、寄り添う、

市民に寄り添って市民の声を聞くという話がありました。井上さんはもう 1つ、アソシエー

ションという言葉を使っていらっしゃいますよね。新しい社会組織のことです。その役割と

今後の展開について紹介、説明いただけますか。 

井上 先ほど触れられなかった点を一言。総務省の研究会報告では自治体の役割について

「プラットフォーム・ビルダー」という言葉を多用しています。公・共・私の相互関係、協

力関係を作るということだから、別に良いのではないかと感じるかもしれませんが、実態は、

「サービスプロバイダー」すなわち福祉などの公共サービスを提供する側から、ここで言う

「プラットフォーム・ビルダー」すなわち民間企業に公共サービスの提供を任せ、自治体が

管理者になる、という構想を描いているんです。管理者になると、自治体の職員の方は直接

住民とは向かい合わないことになります。そういうところに強い危機感を持っています。 

アソシエーションについてですが、これはすごく多義的な言葉で組織一般とか表現され

されることがありますが、私がここで言っているアソシエーションは NPO とか NGO、ボラン

ティア団体、W.Co や協同組合、そして社会運動や非営利の協同組織というようなイメージ

で使っています。現代は個人化が極度に進んでいる社会ですから、個人がバラバラな状態と

いうのがある意味では自然というか、そういうような関係性があります。しかし、アソシエ

ーションというのは、自発的に、出入り自由で、共通の目的の実現のために行動する団体や

組織。そういうような考え方です。バラバラな個人を繋ぎ合わせて社会化していく、そうし

て問題解決を進めていく芽と言いますか、そのコアになるようなものをめざす活動や組織。

そういうアソシエーションが地域の中でそれぞれのテーマで活動していて、地域の課題を

解決していくための拠点となるような市民参加型のプラットフォームを作っていけたらい

いなと考えています。 

 もう一つ、EU 諸国で取り組みが進んでいる「社会的責任を考慮した公共調達」という仕

組みに注目しています。自治体による公共調達、公契約をアソシエーションとの包括的な協

働関係として構築する、という考え方です。水の再公営化というのが今日のミュニシパリズ

ムの運動の大きな特徴ですが、もう 1つの考え方が公共調達なんですね。ヨーロッパでは、

例えば、学校給食で使う野菜などについて有機野菜を全部地域で賄う、ということを公共調

達ルールで定めたりしています。詳しく紹介する時間はありませんが、公共調達や公契約を

社会的なルールとして循環型の地域経済や公正労働の実現を推進し、地方自治の根幹にし

ようという考え方です。自治体が発注する事業に公平性や地域経済の循環などを確保する

ことによって、そこで暮らす人々の生活を豊かにしようとする考え方ですので皆さんと一

緒に学習していけたらと思います。 

佐野 ありがとうございました。自治体職員（公務労働者）には市民との対話や専門性が要

求されているということでした。それでは最後になりますが、石渡弁護士に総括的な一言を
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お願いします。 

石渡 地域の衰退とか地方自治の活性化を進めるためには実際に地方公務員として働いて

いる方々の活躍がとても重要なんだということが再認識されたということだと思うんです。

ただ、そういった職員の方々、地方公務員の方々が生き生きと、自らの能力、それからさま

ざまな想像力を働かせて仕事をするには、やっぱり余裕が大切なんですよね。毎日ギリギリ

のところで仕事をしていたら新たな試みなんかも出てこない。だから住民にとっても地方

公務員の方々が生き生きと仕事ができることが大事なんだということをアピールしていく、

説明していくということが大切になる。 

最近ようやく教職員の働き方がクローズアップされてきました。以前から大変なのはわ

かっていましたが、厚労省が教職員の仕事、魅力を子どもたちに伝えるためにネットで教員

の声を集めるみたいな活動をやったら、労働に関する苦情が教師から出てきちゃって、これ

はどうしたものかという話になっているというぐらいで、ようやく教師の方々も声を挙げ

はじめた。地方公務員がこれだけ厳しい状況に置かれていると、こういった弊害が市民の

方々に及ぶんだよということをアピールしながら働く環境の改善をして、より良い地域サ

ービスに繋げる運動をする、ということも必要かなと思いました。 

佐野 ありがとうございました。石渡弁護士から「職員の働き方における余裕を生み出す」

という提起がありました。これは自治労の活動テーマに大いに関連することですので、今回

参加していただいている関係の方々にじっくり検討していただき、労働組合としての対応

策をとっていただくことが重要なのかなと思います。スローガンだけではあまり訴えるも

のが少ないと思うので、やっぱりアピールする内容とか説明とかを考えていく必要がある

のかなと感じました。具体的に体感できる策が必要だと思います。 

それでは、これでシンポジウムは終わりにして、司会にマイクをお返しします。ありがと

うございました。 
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